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大
分
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
三
十
三
号

　
　
　

大
分
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
第
四
十
四
条
の
二
十
七
」
を
「
第
四
十
四
条
の
二
十
六
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
一
項
の
表
中
「
部
名
」
を
「
部
又
は
局
名
」
に
、
「
課
、
局
、
所
又
は
室
名
」
を
「
課
、
所
又

は
室
名
」
に
改
め
、
同
表
の
総
務
部
の
項
中
「
企
画
経
理
班
、
」
を
削
り
、
同
表
の
福
祉
保
健
部
の
項
中

「
、
母
子
保
健
班
」
を
削
り
、
「
幼
児
教
育
・
保
育
班
」
の
下
に
「
、
母
子
保
健
班
」
を
加
え
、
同
表
の
商

工
観
光
労
働
部
の
項
中

「

」
を

情
報
政
策
課

電
子
自
治
体
推
進
班
、
地
域
情
報
化
推
進
班
、

基
盤
シ
ス
テ
ム
管
理
班
、
シ
ス
テ
ム
開
発
支
援

班

「
毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

Ｄ
Ｘ
推
進
課

先
端
技
術
挑
戦
課

Ｄ
Ｘ
推
進
班

先
端
技
術
挑
戦
班
、
宇
宙
開
発
振
興
班

」
に
改
め
、
同

表
の
農
林
水
産
部
の
項
中
「
農
地
活
用
・
集
落
営
農
課
」
を
「
水
田
畑
地
化
・
集
落
営
農
課
」
に
改
め
、

「
森
林
・
林
業
企
画
班
」
の
下
に
「
、
林
業
普
及
指
導
班
」
を
加
え
、
同
表
の
土
木
建
築
部
の
項
中
「
港
湾

環
境
班
」
を
「
防
災
・
海
岸
班
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
の
行
政
企
画
課
の
項
中

「

」
を

県
有
財
産
経
営
室

利
活
用
推
進
班
、
公
共
施
設
総
合
管
理
班

「

」
に
改
め
、

県
有
財
産
経
営
室

利
活
用
推
進
班
、
公
共
施
設
総
合
管
理
班

電
子
自
治
体
推
進
室

電
子
自
治
体
推
進
班
、
基
盤
シ
ス
テ
ム
管
理

班
、
シ
ス
テ
ム
開
発
支
援
班

同
表
の
情
報
政
策
課
の
項
を
削
る
。

　

第
三
条
の
二
第
三
項
の
表
の
会
計
課
の
項
中
「
契
約
指
導
検
査
班
」
の
下
に
「
、
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
開

発
班
」
を
加
え
る
。

　

第
四
条
第
六
項
の
表
の
市
町
村
振
興
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

上
席
主
幹
学
芸
員

芸
術
文
化
ス
ポ

ー
ツ
振
興
課

上
司
の
命
を
受
け
、
美
術
品
及
び
美
術
に
関
す
る
資
料
（
以

下
「
美
術
品
等
」
と
い
う
。
）
の
調
査
、
研
究
そ
の
他
こ
れ

と
関
連
す
る
特
に
高
度
の
専
門
的
事
務
を
処
理
す
る
。

　

第
四
条
第
六
項
の
表
の
主
幹
学
芸
員
の
項
中
「
美
術
品
及
び
美
術
に
関
す
る
資
料
（
以
下
「
美
術
品
等
」

と
い
う
。
）
」
を
「
美
術
品
等
」
に
改
め
、
同
表
の
地
域
保
健
推
進
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

感
染
症
対
策
監

感
染
症
対
策
課

上
司
の
命
を
受
け
、
感
染
症
対
策
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す

る
。

　

第
四
条
第
六
項
の
表
の
Ｉ
Ｔ
戦
略
監
の
項
中
「
先
端
技
術
挑
戦
室
」
を
「
Ｄ
Ｘ
推
進
課
」
に
改
め
、
同
表

の
農
地
活
用
推
進
監
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

水
田
畑
地
化
推
進

監

水
田
畑
地
化
・

集
落
営
農
課

上
司
の
命
を
受
け
、
水
田
の
畑
地
化
に
関
す
る
業
務
を
処
理

す
る
。
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第
四
条
第
六
項
の
表
の
安
心
住
ま
い
推
進
監
の
項
中
「
連
絡
調
整
」
の
下
に
「
並
び
に
建
築
行
政
の
市
町

村
支
援
に
関
す
る
」
を
加
え
る
。

　

第
六
条
第
十
四
号
中
「
県
有
財
産
経
営
室
」
の
下
に
「
及
び
電
子
自
治
体
推
進
室
」
を
加
え
、
同
条
中
第

十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
五　

総
務
部
の
総
務
系
事
務
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
係
る
事
項
を
除
く
。
）

　

第
十
一
条
の
二
第
六
号
を
削
る
。

　

第
十
九
条
第
二
十
号
中
「
健
康
づ
く
り
支
援
課
」
の
下
に
「
及
び
こ
ど
も
未
来
課
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
中
第
九
号
及
び
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
を
削

り
、
第
十
四
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
二
十
四
号

中
「
医
療
政
策
課
」
の
下
に
「
及
び
こ
ど
も
未
来
課
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
二
十
号
と
し
、
同
条
中
第

二
十
五
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
二
十
六
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
二
十
七
号
を
第
二
十
三
号
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
の
二
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

　

十
二　

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

　

十
三　

母
体
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

　

十
四　

母
子
保
健
に
関
す
る
こ
と

　

十
五　

成
育
過
程
に
あ
る
者
及
び
そ
の
保
護
者
並
び
に
妊
産
婦
に
対
し
必
要
な
成
育
医
療
等
を
切
れ
目
な

　
　

く
提
供
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
医
療
政
策
課
及

　
　

び
健
康
づ
く
り
支
援
課
の
所
掌
に
係
る
事
項
を
除
く
。
）

　

第
二
十
一
条
の
四
第
三
号
中
「
健
康
づ
く
り
支
援
課
、
」
を
削
る
。

　

第
二
十
四
条
の
三
第
七
号
を
削
り
、
同
条
中
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
Ｄ
Ｘ
推
進
課
の
分
掌
事
務
）

第
二
十
五
条　

Ｄ
Ｘ
推
進
課
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

　

一　

情
報
政
策
及
び
Ｄ
Ｘ
の
推
進
に
係
る
総
合
企
画
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
電
子
自
治
体
推
進

　
　

室
の
所
掌
に
係
る
事
項
を
除
く
。
）

　

二　

情
報
化
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
啓
発
普
及
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
課
及
び
室
の
所
掌
に
係
る
事
項

　
　

を
除
く
。
）

　

三　

産
業
の
情
報
化
及
び
情
報
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
課
及
び
室
の
所
掌
に
係
る
事
項
を
除

　
　

く
。
）

　

四　

豊
の
国
ハ
イ
パ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
及
び
運
用
に
関
す
る
こ
と

　

五　

公
益
財
団
法
人
ハ
イ
パ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
研
究
所
に
関
す
る
こ
と

　

第
二
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
先
端
技
術
挑
戦
課
の
分
掌
事
務
）

第
二
十
五
条
の
二　

先
端
技
術
挑
戦
課
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

　

一　

先
端
技
術
を
活
用
し
た
新
し
い
産
業
の
創
出
に
関
す
る
こ
と

　

二　

先
端
技
術
を
活
用
し
た
地
域
課
題
の
解
決
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
課
及
び
室
の
所
掌
に
係
る
事
項
を

　
　

除
く
。
）

　

三　

大
分
空
港
の
宇
宙
港
と
し
て
の
利
活
用
に
関
す
る
こ
と

　

四　

Ｄ
Ｘ
推
進
課
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と

　

第
三
十
条
第
十
一
号
並
び
に
第
三
十
一
条
第
二
号
及
び
第
四
号
中
「
農
地
活
用
・
集
落
営
農
課
」
を
「
水

田
畑
地
化
・
集
落
営
農
課
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
農
地
活
用
・
集
落
営
農
課
」
を
「
水
田
畑
地
化
・
集
落
営

農
課
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
十
四
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
四　

水
田
畑
地
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

　

第
四
十
四
条
の
五
及
び
第
四
十
四
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
電
子
自
治
体
推
進
室
の
分
掌
事
務
）

第
四
十
四
条
の
五　

電
子
自
治
体
推
進
室
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

　

一　

行
政
（
県
及
び
市
町
村
）
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
に
係
る
総
合
企
画
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と

　

二　

行
政
に
係
る
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
及
び
運
用
に
関
す
る
こ
と

　

三　

自
治
体
の
情
報
化
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
啓
発
普
及
に
関
す
る
こ
と

　

四　

職
員
の
認
証
基
盤
に
関
す
る
こ
と

　

五　

業
務
シ
ス
テ
ム
の
開
発
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と

　

六　

地
方
公
共
団
体
組
織
認
証
基
盤
大
分
県
登
録
分
局
に
関
す
る
こ
と

　

（
法
務
室
の
分
掌
事
務
）

第
四
十
四
条
の
六　

法
務
室
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

　

一　

法
制
審
議
に
関
す
る
こ
と

　

二　

条
例
及
び
規
則
の
制
定
改
廃
の
手
続
に
関
す
る
こ
と

　

三　

県
報
の
編
集
及
び
発
行
に
関
す
る
こ
と

　

四　

公
益
法
人
に
関
す
る
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と

　

五　

大
分
県
公
益
認
定
等
審
査
会
に
関
す
る
こ
と

　

六　

大
分
県
行
政
不
服
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
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和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

三

（
規
則
）

総
務
課

に
改
め
、
同
表
の
心

里
親
・
措
置
児
童
支
援

課

企
画
・
里
親
推
進
班
、
措
置
児
童
支
援
班

」

理
支
援
課
の
項
中
「
心
理
支
援
第
二
班
」
の
下
に
「
、
心
理
支
援
第
三
班
」
を
加
え
る
。

　

第
百
三
十
三
条
の
五
第
四
項
中
「
専
門
研
究
員
（
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
）
」
と
」
の
下
に
「
、
「
上
席
主
幹

研
究
員
（
総
括
）
」
と
あ
る
の
は
「
上
席
主
幹
研
究
員
（
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
）
」
と
」
を
加
え
る
。

　

第
百
八
十
六
条
の
表
の
大
分
土
木
事
務
所
の
項
中
「
大
分
港
振
興
班
」
を
「
大
分
港
管
理
班
、
大
分
港
整

備
班
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
三
十
四
号

　
　
　
大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
大
分
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

「

」
を

　

第
三
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
を
削
り
、

関
与
税
理
士
署
名
押
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

「

」
に
改
め
る
。

関

与

税

理

士

署

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

第
三
号
様
式
の
二
の
三
中
「㊞

」
を
削
り
、

「

関
与
税
理
士
署
名
押
印

印　

（
Ｔ
Ｅ
Ｌ　
　
　
　
　
　

）

を

」

「

　

七　

訴
訟
の
処
理
に
関
す
る
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と

　

第
四
十
四
条
の
十
二
第
三
号
中
「
健
康
づ
く
り
支
援
課
、
」
を
削
る
。

　

第
四
十
四
条
の
十
七
を
削
り
、
第
四
十
四
条
の
十
八
を
第
四
十
四
条
の
十
七
と
し
、
第
四
十
四
条
の
十
九

か
ら
第
四
十
四
条
の
二
十
七
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
四
十
六
条
第
十
四
号
を
削
る
。

　

第
四
十
六
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

七　

財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
の
開
発
に
関
す
る
こ
と

　

第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
専
門
研
究
員
」
の
下
に
「
、
上
席
主
幹
研
究
員
」
を
加
え
、
同
条
中
第
七
項
を

第
九
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

上
席
主
幹
研
究
員
（
総
括
）
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
事
項
の
特
に
高
度
の
研
究
を

　

調
整
し
、
指
導
し
、
又
は
こ
れ
を
独
立
し
て
行
う
と
と
も
に
、
担
当
の
分
掌
事
務
を
総
括
・
調
整
す
る
。

５　

上
席
主
幹
研
究
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
事
項
の
特
に
高
度
の
研
究
を
調
整
し
、

　

指
導
し
、
又
は
こ
れ
を
独
立
し
て
行
う
。

　

第
五
十
四
条
第
一
項
の
表
の
大
分
県
東
部
振
興
局
の
項
及
び
大
分
県
中
部
振
興
局
の
項
中
「
集
落
営
農
・

農
地
活
用
班
、
野
菜
班
、
果
樹
・
花
き
班
」
を
「
集
落
営
農
・
水
田
畑
地
化
班
、
園
芸
第
一
班
、
園
芸
第
二

班
」
に
改
め
、
同
表
の
大
分
県
南
部
振
興
局
の
項
中
「
営
農
・
集
落
・
畜
産
班
、
野
菜
・
果
樹
・
花
き
班
」

を
「
営
農
・
畑
地
化
・
畜
産
班
、
園
芸
班
」
に
改
め
、
同
表
の
大
分
県
豊
肥
振
興
局
の
項
中
「
集
落
営
農
・

農
地
活
用
第
一
班
、
集
落
営
農
・
農
地
活
用
第
二
班
、
野
菜
班
、
果
樹
・
花
き
班
」
を
「
集
落
営
農
・
水
田

畑
地
化
第
一
班
、
集
落
営
農
・
水
田
畑
地
化
第
二
班
、
園
芸
第
一
班
、
園
芸
第
二
班
」
に
改
め
、
同
表
の
大

分
県
西
部
振
興
局
の
項
中
「
集
落
営
農
・
農
地
活
用
班
、
野
菜
班
、
果
樹
・
花
き
班
」
を
「
集
落
営
農
・
水

田
畑
地
化
班
、
園
芸
第
一
班
、
園
芸
第
二
班
」
に
改
め
、
同
表
の
大
分
県
北
部
振
興
局
の
項
中
「
集
落
営
農

・
農
地
活
用
第
一
班
、
集
落
営
農
・
農
地
活
用
第
二
班
、
野
菜
班
、
果
樹
・
花
き
班
」
を
「
集
落
営
農
・
水

田
畑
地
化
第
一
班
、
集
落
営
農
・
水
田
畑
地
化
第
二
班
、
園
芸
第
一
班
、
園
芸
第
二
班
、
園
芸
第
三
班
」
に

改
め
る
。

　

第
六
十
三
条
の
三
の
表
の
東
部
保
健
所
の
項
中
「
疾
病
対
策
第
一
班
、
疾
病
対
策
第
二
班
」
を
「
疾
病
対

策
班
、
感
染
症
対
策
班
」
に
改
め
、
同
表
の
南
部
保
健
所
の
項
、
豊
肥
保
健
所
の
項
、
西
部
保
健
所
の
項
及

び
北
部
保
健
所
の
項
中
「
疾
病
対
策
班
」
を
「
疾
病
・
感
染
症
対
策
班
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
七
条
の
表
中

「

」
を

総
務
企
画
課

総
務
班
、
企
画
・
里
親
推
進
班

「



令
和
三
年
三
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三
十
一
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大
分
県
報
号
外

四

（
規
則
）

関
与
税
理
士
署
名

                                  

（
Ｔ
Ｅ
Ｌ　
　
　
　
　
　

）

」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
の
三
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
三
号
様
式
の
四
中
「氏

名
又
は
名
称　
　
　
　
印

」
を
「氏

名
又
は
名
称　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
十
号
様
式
中
「㊞
」
を
削
る
。

　

第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
一
号
様
式
の
三
ま
で
の
規
定
及
び
第
十
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
十
三
号
様
式
の
二
の
注
中
「印

鑑
証
明
書

」
を
「個

人
の
場
合
は
実
印

、
法
人
の
場
合
は
代
表
者
印
を

押
印
し

、
印
鑑
証
明
書

」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
号
様
式
の
三
の
注
中
「個

人
で
あ
る
場
合
は

」
の
次
に
「実

印
を
押
印
し

」
を
、
「法

人
で
あ
る

場
合
は

」
の
次
に
「代

表
者
印
を
押
印
し

」
を
加
え
る
。

　

第
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
1
5
号
様
式

(
第

7
条
関
係

)
 

相
続
人
代
表
者
指
定
(
変
更

)
届
出
書
 

年
 

 
月

 
 
日
 

大
分
県

 
県
税
事
務
所
長
 
様
 

相
続
人
代
表
者

 

住
(
居

)
所

(
所
在
地

)
 

氏
名

(
名
称

)
 

 
個
人
番
号
又

は
法
人
番
号
 

(
右
詰
で
記
載

)
 

次
の
と
お
り
相
続
人
の
代
表
者
を
指
定
(
変
更

)
し
ま
し
た
の
で
、
地
方
税
法
第

9
条
の

2
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

被相続人 

死
亡

時

住
(
居

)
所
 

氏
名
 

死
亡

年
月
日
 

年
 

 
月

 
 
日
 

相続人

氏
名
 

(
名
称

)
 

住
(
居

)
所
 

(事
務
所
・
事
業
所
の
所
在
地
) 

被
相
続

人
と
の

続
柄
 

相
続
分
 

代表者代表者以外

個
人
番
号
又

は
法
人
番
号
 

(右
詰
で
記
載
) 

個
人
番
号
又

は
法
人
番
号
 

(右
詰
で
記
載
) 

個
人
番
号
又

は
法
人
番
号
 

(右
詰
で
記
載
) 

個
人
番
号
又

は
法
人
番
号
 

(右
詰
で
記
載
) 

個
人
番
号
又

は
法
人
番
号
 

(右
詰
で
記
載
) 

個
人
番
号
又

は
法
人
番
号
 

(右
詰
で
記
載
) 

備考

備
考

 
こ
の
様
式
は
、
九
州
各
県

(
沖
縄
県
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
)
の
共
通
様
式
で
す
の
で
、
宛
先
を
書
き
換
え
て

い
た
だ
け
れ
ば
、
九
州
各
県
で
使
用
で
き
ま
す
。
 



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

五

（
規
則
）

　

第
十
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
二
十
三
号
様
式
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
の
二
の
三
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
二
十
三
号
様
式
の
五
中
「氏

名
又
は
名
称　
　
　
　
印

」
を
「氏

名
又
は
名
称　
　
　
　
　

」
に
改
め

る
。

「

」
を
「

」
に

　

第
二
十
七
号
様
式
中

氏
名

又
は

名
称

　
　

　
　

印
氏

名
又

は
名

称

改
め
る
。

　

第
二
十
八
号
様
式
の
二
（
表
紙
）
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
三
十
一
号
様
式
及
び
第
三
十
二
号
様
式
中
「氏

名　
　
　
　
㊞

」
を
「氏

名

　
　
　
　
　

」
に
改
め

る
。

　

第
三
十
四
号
様
式
及
び
第
三
十
四
号
様
式
の
三
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
三
十
七
号
様
式
の
三
中
「立

会
人

（　

）　
　

氏　
名
㊞

」
を
「立

会
人

（　

）　
　

氏　
名

　

」

に
、
「処

分
を
受
け
た
者

（　

）　
　

氏　
名
㊞

」
を
「処

分
を
受
け
た
者

（　

）　
　

氏　
名

　

」
に
改

め
る
。

　

第
四
十
三
号
様
式
の
七
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
四
十
四
号
様
式
の
五
中
「執

行
機
関
名

　
　

印

」
を
「執

行
機
関
名
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
四
号
様
式
の
八
中
「立

会
人

（　

）　
　

印

」
を
「立

会
人
（　

）　
　
　

」
に
、

「

」
を

　
上

記
参

加
差

押
財

産
引

受
調

書
謄

本
記

載
の

差
押

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　

　
財

産
を

封
印

の
ま

ま
、

無
償

で
保

管
し

ま
す

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

氏
　

　
　

名
㊞

　

「

」

に
改
め
る
。

　
上

記
参

加
差

押
財

産
引

受
調

書
謄

本
記

載
の

差
押

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　

　
財

産
を

封
印

の
ま

ま
、

無
償

で
保

管
し

ま
す

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

氏
　

　
　

名
　

　

　

第
四
十
四
号
様
式
の
十
三
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
四
十
四
号
様
式
の
十
五
及
び
第
四
十
四
号
様
式
の
十
六
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
四
十
四
号
様
式
の
二
十
七
（
表
面
）
及
び
第
四
十
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
五
十
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
5
0
号
様
式

の
3
(
第

1
9
条
関
係

)
 

納
税
証
明
書
交
付
申
請
書
 

(
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
等
用

)
 

年
 
月
 
日
 

 

大
分
県
 

県
税
事
務
所
長
 
殿
 

納
税
義
務
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
 

代
理
人
 

住
所
 

住
所
 

氏
名
 

氏
名
 

法
人
番
号
 

※
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

※
代
理
人
の
方
が
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、
委
任
状
が

必
要
で
す
。

使用目的上
記
の
目
的
に
使
用
す
る
た
め
、
県
税
に
係
る
徴
収
金
の
滞
納
が
な
い
こ
と
を
証
明
願
い
ま
す
。
 

注
１

 
「
法
人
番
号
」
欄
に
は
、
法
人
番
号

(
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
第

2
条
第
1
5
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。

)
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

注
２

 
納
税
義
務
者
・
特
別
徴
収
義
務
者
（
法
人
の
場
合
は
、
代
表
者
）
又
は
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
、
健
康
保
険
証
等
）
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

 

※
県
税
事
務
所
整
理
欄

本
人

(
代
理
人

)

確
認
方
法
 

□
運
転
免
許
証

 
□
パ
ス
ポ
ー
ト
 
□
健
康
保
険
証

□
個
人
番
号
力
ー
ド

□
そ
の
他

(
)
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和
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分
県
報
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外

六

（
規
則
）

　

第
五
十
一
号
様
式
の
四
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
五
十
一
号
様
式
の
六
中
「㊞

」
を
削
り
、
「写

」
を
「写

し

」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
三
（
表
）
中
「名　

称　
　
　
印

」
を
「名　

称

　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
十
一
（
表
）
、
第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
十
三
、
第
五
十
二
号
様
式
の
二
及
び

第
五
十
二
号
様
式
の
五
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
五
十
三
号
様
式
中
「印
」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
３
⑴
ウ
中
「書

類
ほ
か

」
を
「書

類
の
ほ
か

」
に
改

め
る
。

　

第
五
十
三
号
様
式
の
五
及
び
第
五
十
三
号
様
式
の
六
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
五
十
三
号
様
式
の
七
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
２
中
「若

し
く
は

」
を
「又

は

」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
三
号
様
式
の
八
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
２
中
「若

し
く
は

」
を
「又

は

」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
三
号
様
式
の
九
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
五
十
三
号
様
式
の
十
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
五
十
三
号
様
式
の
十
一
中
「㊞

」
を
削
り
、
「う

え
」
を
「上

」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

「

」
を
「

　

第
五
十
五
号
様
式
の
三
中

氏
　

　
名

又
は

名
称

　
　

　
　

　
　

　
印

氏
　

　
名

又
は

名
称

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
事
項
１
中
「記
名
押
印
し

」
を
「記

名
し

」
に
改
め
る
。

「

」
を
「

　

第
五
十
五
号
様
式
の
五
中

氏
　

　
名

又
は

名
称

　
　

　
　

　
　

　
印

氏
　

　
名

又
は

名
称

」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
六
号
様
式
の
十
中
「又

は
名
称　
　
　
　
印

」
を
「又

は
名
称　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
七
号
様
式
、
第
五
十
七
号
様
式
の
二
及
び
第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
三
か
ら
第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
五
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
七
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
八
中
「印

」
を
削
り
、
「う

え

」
を
「上

」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
十
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
十
二
及
び
第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
十
三
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
十
四
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
五
十
七
号
様
式
の
五
及
び
第
五
十
七
号
様
式
の
五
の
三
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
五
十
七
号
様
式
の
五
の
四
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
五
十
七
号
様
式
の
五
の
五
、
第
五
十
八
号
様
式
及
び
第
五
十
八
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
第
三
号
様
式
、
第
三
号
様
式
の
二
、
第
三
号
様
式
の
二
の
三
か
ら

　

第
三
号
様
式
の
四
ま
で
、
第
十
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
一
号
様
式
の
三
ま
で
、
第
十
三
号
様

　

式
か
ら
第
十
三
号
様
式
の
三
ま
で
、
第
十
五
号
様
式
、
第
十
七
号
様
式
、
第
二
十
三
号
様
式
か
ら
第
二
十

　

三
号
様
式
の
二
の
三
ま
で
、
第
二
十
三
号
様
式
の
五
、
第
二
十
七
号
様
式
、
第
二
十
八
号
様
式
の
二
、
第

　

三
十
一
号
様
式
、
第
三
十
二
号
様
式
、
第
三
十
四
号
様
式
、
第
三
十
四
号
様
式
の
三
、
第
三
十
七
号
様
式

　

の
三
、
第
四
十
三
号
様
式
の
七
、
第
四
十
四
号
様
式
の
五
、
第
四
十
四
号
様
式
の
八
、
第
四
十
四
号
様
式

　

の
十
三
、
第
四
十
四
号
様
式
の
十
五
、
第
四
十
四
号
様
式
の
十
六
、
第
四
十
四
号
様
式
の
二
十
七
、
第
四

　

十
七
号
様
式
、
第
五
十
号
様
式
の
三
、
第
五
十
一
号
様
式
の
四
、
第
五
十
一
号
様
式
の
六
、
第
五
十
一
号

　

様
式
の
六
の
三
、
第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
十
一
、
第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
十
三
、
第
五
十
二
号
様
式

　

の
二
、
第
五
十
二
号
様
式
の
五
、
第
五
十
三
号
様
式
、
第
五
十
三
号
様
式
の
五
か
ら
第
五
十
四
号
様
式
ま

　

で
、
第
五
十
五
号
様
式
の
三
、
第
五
十
五
号
様
式
の
五
、
第
五
十
六
号
様
式
の
十
、
第
五
十
七
号
様
式
、

　

第
五
十
七
号
様
式
の
二
、
第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
二
か
ら
第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
五
ま
で
、
第
五
十

　

七
号
様
式
の
三
の
七
、
第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
八
、
第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
十
、
第
五
十
七
号
様
式

　

の
三
の
十
二
か
ら
第
五
十
七
号
様
式
の
三
の
十
四
ま
で
、
第
五
十
七
号
様
式
の
五
、
第
五
十
七
号
様
式
の

　

五
の
三
か
ら
第
五
十
七
号
様
式
の
五
の
五
ま
で
、
第
五
十
八
号
様
式
及
び
第
五
十
八
号
様
式
の
二
の
規
定

　

に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
三
十
五
号

　
　
　

大
分
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
大
分
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

七

（
規
則
）

に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
二
の
項
の
リ
及
び
ヌ
中
「
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
」
の
下
に
「
（
特
別
地
域
を
含
む
も
の
に

あ
っ
て
は
、
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
）
」
を
加
え
、
「
第
九
条
第
十
一
項
」
を
「
第
九
条
第
十
二
項
」
に
、

「
同
条
第
十
二
項
」
を
「
同
条
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
表
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

備
考　

こ
の
表
に
お
い
て
「
特
別
地
域
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
を
い
う
。

　
　

一　

特
に
水
鳥
の
生
息
地
と
し
て
国
際
的
に
重
要
な
湿
地
に
関
す
る
条
約
（
昭
和
五
十
五
年
条
約
第
二

　
　
　

十
八
号
）
第
二
条
１
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
湿
地
の
区
域

　
　

二　

自
然
公
園
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
国
立
公
園
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に

　
　
　

よ
り
指
定
さ
れ
た
国
定
公
園
の
区
域

　
　

三　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

　
　
　

号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
鳥
獣
保
護
区
の
区
域

　
　

四　

大
分
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
七
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定

　
　
　

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
県
立
自
然
公
園
の
区
域

　
　

五　

大
分
県
自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
大
分
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規

　
　
　

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
県
自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域　

　
　

六　

国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
生
物
圏
保
存
地
域
に
お
け
る
核
心
地
域
及
び

　
　
　

緩
衝
地
域
の
区
域　
　

　

別
表
第
二
の
六
の
項
中
「
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
」
の
下
に
「
（
特
別
地
域
を
含
む
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一

・
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
）
」
を
加
え
、
同
表
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

備
考　

こ
の
表
に
お
い
て
「
特
別
地
域
」
と
は
、
別
表
第
一
の
備
考
に
規
定
す
る
特
別
地
域
を
い
う
。

　

別
表
第
三
の
六
の
項
中
「
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
」
の
下
に
「
（
特
別
地
域
を
含
む
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一

・
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
）
」
を
加
え
、
同
表
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

備
考　

こ
の
表
に
お
い
て
「
特
別
地
域
」
と
は
、
別
表
第
一
の
備
考
に
規
定
す
る
特
別
地
域
を
い
う
。

　

第
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で
、
第
二
十
五
号
様
式
及
び
第
二
十
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削

る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

太
陽
光
発
電
所
の
設
置
の
工
事
の
事
業
又
は
発
電
設
備
の
新
設
を
伴
う
太
陽
光
発
電
所
の
変
更
の
工
事

　

の
事
業
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
環
境
影
響
評
価

　

条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

　

一　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

　
　

百
四
十
九
号
）
第
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業

　

二　

施
行
日
前
に
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一

　
　

項
の
許
可
を
受
け
た
事
業

　

三　

施
行
日
前
に
自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
二
十
条
第
三
項
の
許
可
を
受

　
　

け
、
又
は
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
事
業

　

四　

施
行
日
前
に
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
本
文
又

　
　

は
第
十
二
条
第
一
項
本
文
の
許
可
を
受
け
た
事
業

　

五　

施
行
日
前
に
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第

　
　

二
項
の
認
可
又
は
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
事
業

　

六　

施
行
日
前
に
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

　
　

又
は
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業

　

七　

施
行
日
前
に
自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
許
可

　
　

を
受
け
、
又
は
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
事
業

　

八　

施
行
日
前
に
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平

　
　

成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下
「
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
三
項
の
認

　
　

定
を
受
け
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
計
画
に
係
る
事
業
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。
）

　
　

イ　

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改

　
　
　

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第

　
　
　

一
項
の
規
定
に
よ
り
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
措
法
第
九
条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
る
者

　
　
　

に
係
る
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
措
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定

　
　
　

す
る
認
定
発
電
設
備
（
以
下
「
旧
認
定
発
電
設
備
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

　
　
　

電
気
を
供
給
す
る
事
業

　
　

ロ　

改
正
法
附
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
措
法
第
九
条
第
三
項
の
認
定
を

　
　
　

受
け
た
と
み
な
さ
れ
る
者
に
係
る
旧
認
定
発
電
設
備
を
用
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
供
給

　
　
　

す
る
事
業

　
　

ハ　

改
正
法
附
則
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
措
法
第
九
条
第
三
項
の
認
定
を

　
　
　

受
け
た
と
み
な
さ
れ
る
者
に
係
る
旧
認
定
発
電
設
備
を
用
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
供
給

　
　
　

す
る
事
業

　
　

ニ　

改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
措
法
第
九
条
第
三
項
の
認
定

　
　
　

を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
計
画
に
係
る
事
業

　

九　

施
行
日
前
に
大
分
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
七
十
四
号
）
第
十
三
条
第



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

八

（
規
則
）

　
　

四
項
の
許
可
を
受
け
、
又
は
同
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
事
業


